
OJTモデル工事特記仕様書

第１条 （モデル工事の明示）

本工事はOJTモデル工事である。

第２条 （モデル工事の目的）

　OJTモデル工事とは、静岡県交通基盤部に所属する中堅技術職員及び若手技術職

員（以下、「発注者側研修員」という。）と建設会社に所属する若手技術職員（以下、

「建設会社側研修員」という。）が、現場における実務の中で研修を行うことにより、

具体的な技術力を身につけ、職務遂行能力の向上を図ることを目的とする場を提供

する工事である。

第３条 （研修員の選定）

（１）発注者側研修員は土木事務所長が選定するものとする。

（２）建設会社側研修員は地区建設業協会長等が土木事務所長と協議のうえ選定

するものとし、人数は若干名とする。

第４条 （研修体制）

（１）発注者は、研修の実施に当たり統括責任者を置く。統括責任者は、発注者

側の研修責任者として研修全般を統括する。

（２）発注者は、総括監督員、主任監督員、担当監督員を研修指導者に指名する。

研修指導者は発注者側研修員及び建設会社側研修員に技術的な指導をする。

（３）受注者は、研修の実施に当たり統括責任者を置く。統括責任者は、受注者

側の研修責任者として研修全般を統括する者であり、受注者の支店長また

はそれと同等程度の者から選任する。

（４）受注者は、現場代理人又は主任技術者から研修担当者を選定する。研修担

当者は発注者側研修員及び建設会社研修員に技術的な指導をする。

第５条 （研修方法及び内容）

　研修の方法及び内容については別紙１「OJTモデル工事研修フローチャート（中級

編）」又は、別紙２「OJTモデル工事研修フローチャート（初級編）」を基本とし、そ

の他必要と認められる事項を追加するなどして、研修指導者が研修担当者と共に策定

することとする。



第６条 （研修実施中の安全確保と事故の対応）

　研修指導者及び研修担当者は、現場研修中の事故防止に努めなければならない。研

修中に事故が発生し発注者側研修員又は建設会社側研修員が負傷した場合の対処は、

次の１）２）のとおりとする。

１）発注者側研修員が負傷した場合は、発注者側研修員の属する所属長が対処する。

２）建設会社側研修員が負傷した場合は、建設会社側研修員の属する建設会社が対処

する。

第７条 （研修にかかる費用）

（１）研修場所への往復に要する費用は次の１）２）のとおりとする。

１）発注者側研修員については発注者側研修員の属する所属長が、研修指

　　導者については発注者がそれぞれ負担する。

２）建設会社側研修員については建設会社側研修員の属する建設会社が、

　　研修担当者については受注者がそれぞれ負担する。

（２）研修に要する費用は、研修指導者が準備するものについては発注者が、研

修担当者が準備するものについては受注者が負担する。

（３）上記（１）（２）によりがたいものに要する費用については発注者と受注者

で協議のうえ負担者を決めるものとする。

第８条 （研修成果報告への協力）

　研修担当者は、研修指導者及び研修員が研修成果報告書の作成に当たり資料の提

出等を求めた場合は協力しなければならない。

第９条 （市町研修員への対応）

（１）市町長が推薦した市町の中堅及び若手職員（以下、「市町研修員」という。）

は、OJTモデル工事の研修に参加できるものとする。

（２）研修指導者及び研修担当者は、市町研修員に技術的な指導をする。

（３）市町研修員の研修中における事故については、発注者及び受注者は責任を

負わないものとする。

（４）市町研修員の研修場所への往復に要する費用については、発注者及び受注

者は負担を負わないものとする。



「別紙　１」

OJT モ デ ル 工 事 研 修 フ ロ ー チ ャ ー ト（ 中 級 編 ）

工　事　契　約

工 程 表 等 提 出

施工計画書提出
（施工管理計画を含む）

使用材料承認書等
提出・審査

工　事　測　量

工　事　着　手

事前調査等による
変　　更

段 階 確 認

変更設計書作成
変更契約

（段階確認と前後
或はその間に）

工　事　完　成

完 成 届 出 書
提 出 ・ 審 査

完　成　検　査

第 1 回 打 合 せ

研修担当者等が作成した
計画書に対して研修員は
担当監督員と共に説明を
受けながら、疑問点等に
ついて質問や意見を述べ
研修する。施工計画が工
場編、現場編等に分割さ
れていてもその都度立ち
会う。
工事測量と前後する場合
もあり。

研修員みずから測量器械
を使い測量する。

研修指導者及び研修担当
者の指導のもと、変更の
必要が生じた事項につい
て研修員みずから立会い
調査する。

研修担当者が段階確認願
を提出し、研修員は段階
確認を実施する。
研修員は、段階確認する
工種ごとの、出来形およ
び品質の規格値、また監
督のポイントを確認し実
施する。

研修担当者は完成図書を
作成し、研修員は研修指
導者の指導のもと審査す
る。

研修員は完成検査に臨場
し、検査監が指示する検
測等を手伝い検査のポイ
ントを耳目により研修す
る。

研修結果を取りまとめ、
センターに提出。また各
事務所で発表会等を開催
する。

＊　その他、必要に応じ研修項目を追加するものとする。

「静岡県建設工事監督要領」
土木工事監督基準を参照

第1編 共通編 第1章
「確認事項及び監督のポイント」
に注意しながら作成する。
第2編　材料編
全材料について、品質、規格、寸法の確認

１.基準点の確認（座標値・基準高）
２.仮B.Mの設置
３.丁張掛
４.用地境界の確認

変更指示書作成
「土木工事現場実務の手引き」
第2章 契約関係　を参照

施工方法：「土木工事共通仕様書」
出来形、品質の規格：「土木工事施工管理基準」
実施方法：「静岡県建設工事監督要領」

「土木工事施工管理基準」を参照し
各書類、写真帳等を審査

「静岡県建設工事検査要領」を参照
検査項目・規格値・検査の頻度
を前もって調べておく。



「別紙　２」

OJT モ デ ル 工 事 研 修 フ ロ ー チ ャ ー ト（ 初 級 編 ）

工　事　契　約

工 程 表 等 提 出

施 工 計 画 立 案

施工管理計画立案

施工計画、使用材料
承認書等提出・審査

工　事　測　量

工　事　着　手

事前調査等による
変　　更

段 階 確 認

変更設計書作成
変更契約

（段階確認と前後
或はその間に）

工　事　完　成

完 成 届 出 書
提 出 ・ 審 査

完　成　検　査

第 1 回 打 合 せ

研修担当者が主となり、
各研修員も参加して作成
する。
工事測量と前後する場合
もあり。

研修員みずから測量器械
を使い測量する。

研修指導者及び研修担当
者の指導のもと変更の必
要が生じた箇所を研修員
みずから調査し、変更指
示書作成を実践する。

研修担当者が段階確認願
を提出し、研修員は段階
確認の立会いを実施する
。
立会いに先立ち研修員は
、段階確認する工種ごと
の、出来形および品質の
規格値、また監督のポイ
ントを確認し実施する。

建設会社の研修員は研修
担当者の指導の下、完成
図書を作成し、県の研修
員は研修指導者に従い審
査する。

研修員は完成検査に臨場
し、検査監が行う検測等
を手伝い検査のポイント
を耳目により研修する。

研修結果を取りまとめ、
センターに提出。また各
事務所で発表会等を開催
する。

＊　その他、必要に応じ研修項目を追加するものとする。

「静岡県建設工事監督要領」
土木工事監督基準を参照
第1編 共通編 第1章
「確認事項及び監督のポイント」に注意しながら
作成する。

第2編 材料編
全材料について、品質、規格、寸法の確認

１.基準点の確認（座標値・基準高）
２.仮B.Mの設置
３.丁張掛
４.用地境界の確認

変更指示書作成
「土木工事現場実務の手引き」
第2章 契約関係　を参照

施工方法：「土木工事共通仕様書」
出来形、品質の規格：「土木工事施工管理基準」
実施方法：「静岡県建設工事監督要領」

「土木工事施工管理基準」を参照し
各書類、写真帳等を審査

「静岡県建設工事検査要領」を参照
検査項目・規格値・検査の頻度
を前もって調べておく。


